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ＤＸ推進の主な取組状況について 

 

ＤＸ戦略課 

 

１ スマホ相談会について 

（１）概要 

区は、スマートフォンの操作が得意でない区民のスマートフォン活用を支援す

るため、10名以上のグループが希望する日時、会場に講師を派遣し、スマートフ

ォンの操作方法やＳＮＳアプリの活用方法など、知りたい内容に応じて利用がで

きる出前講座を実施している。これに加え、今年度から、区が会場を用意して説

明員を配置し、来場された区民のスマートフォン操作に関するお困りごとの相談

をお受けするスマホ相談会を開催している。 

（２）スマホ相談会の実施状況 

令和７年度の実施状況（令和７年11月24日時点） 

     合計９回、参加人数計113名 

実施日 実施場所 参加人数 

５月29日（木） 亀有学び交流館 第一集会室 16名 

５月30日（金） にこわ新小岩 活動室２ 12名 

６月26日（木） 水元学び交流館 視聴覚室 ７名 

７月28日（月） 柴又学び交流館 地域集会室 ６名 

８月22日（金） 青戸地区センター ホール 20名 

９月29日（月） 亀有地区センター ホール 26名 

10月26日（日） にこわ新小岩 活動室２ ４名 

10月30日（木） 東金町地区センター ホール ９名 

10月31日（金） 亀有地区センター ホール 13名 

11月24日（月・祝） 青戸地区センター ホール 21名 
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（３）土日祝日、夜間のスマホ相談会について 

スマホ相談会は平日の午前10時から正午まで実施しているが、令和７年第２回

区民サービス向上対策特別委員会において、高齢で仕事を持つ方の参加のため、

スマホ相談会を夕方以降や土日祝日で開催するよう要望があったため、以下のと

おり試行した。 

実施日 実施時間 実施場所 参加 

人数 

10月26日（日） 18:00 ～ 20:00 にこわ新小岩 活動室２ ４名 

10月31日（金） 18:00 ～ 20:00 亀有地区センター ホール 13名 

11月24日（月・祝） 10:00 ～ 12:00 青戸地区センター ホール 21名 

（４）今後の予定 

実施した結果、平日に開催している状況と比較して、参加人数に大幅な増加は

なかった。このため今後も平日日中の開催を中心にスマホ相談会を開催していく。 

 

２ 葛飾区公衆無線ＬＡＮ（Ｋａｔｓｕｓｈｉｋａ＿Ｆｒｅｅ＿Ｗｉ－Ｆｉ）につい

て 

（１）概要 

平成27年度から、外国人観光客をはじめとした来訪者の利便性及び満足度の向

上を目的に、柴又、亀有、四つ木、立石、堀切、新小岩エリアの観光スポットを

中心に49か所のアクセスポイントを設置し、公衆無線ＬＡＮ環境を提供してきた。 

サービス提供事業者（ＮＴＴ東日本）の機器更新及びアクセスポイント等のサ

ポート期限の終了に伴い、サービスの継続に向け検討した結果、駅周辺のアクセ

スポイントは利用が多いものの、駅から離れたスポットの利用状況は低いことか

ら、利用の多い駅周辺スポットについてのみ機器を更新し、継続するとともに、

現在アクセスポイントがない青砥駅、金町駅及び京成高砂駅付近で新たに設置を

することとした。 

  

 



3 

 

（２）取組状況 

新規設置する青砥駅、金町駅及び京成高砂駅付近へのアクセスポイントの設置

に当たっては、駅周辺を調査したが公衆電話ボックスや設置可能な電柱がなく、

商店会の管理する街路灯に設置することとした。このため現在、商店会等と設置

場所や電気料金の負担方法等についての協議を進めている。 

（３）今後の取組 

現場確認、商店会等との協議を経て、設置場所を確定し、令和８年１月頃から

順次、サービスを提供することを予定している。 

 

３ 戸籍住民課窓口の混雑への対応について 

（１）概要 

転入者、特に外国人転入者の増加やマイナンバー関連事務などの影響により、

戸籍住民課窓口が大変混雑する状況が続いている。 

区ではオンライン手続の拡大による「行かない」窓口や、オンラインによる事

前申請の機能などにより申請書に何度も同じ内容を記載することなく手続を行え

る窓口支援システムによる「書かない」窓口の導入などにより混雑緩和の対策を

進めているが、なお一層の取組が必要な状況となっている。その方策の一つとし

て、区民事務所の一層の利用促進を図っていく。 

（２）今後の取組 

区民事務所の利用を促進していくためには、区民事務所で行える手続をわかり

やすく発信していくとともに、戸籍住民課と各区民事務所の混雑状況をリアルタ

イムで把握でき、比較的空いている区民事務所を選択できるようにすることも重

要である。 

現在、戸籍住民課及び新小岩区民事務所に導入している発券機には、混雑状況

をインターネット上で確認したり、自分の券番号をインターネットで登録するこ

とにより、自分の番号が近づいていることをメールなどで受け取れる機能を有し

ている。他の区民事務所についてもこうした機能を持つ発券機を導入、入れ替え

ていくとともに、それぞれの混雑状況を地図上から確認できる仕組みを構築して

いく。 
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（３）発券機の機能 

 

※混雑状況確認イメージ 

 

  

発券機 

区ホームページからのリンク先 

①業務ごとの待ち時間や待ち人数が分かる 

②地図上で、一目で各所の混雑状況が分かる 

来庁者 

③発券された券番号を登録すると、 

ＳＭＳやメールで順番が近づいた 

旨のお知らせが届く 

【水元区民事務所】住民票・戸籍証
明・印鑑登録・証明等 
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４ ドローンの活用状況について 

（１）概要 

無人航空機であるドローンについては、災害対策や物流など様々な分野で実用

化が進められており、区においても効果的な活用に向けて検討を進めている。 

（２）令和７年度の取組状況 

実施日 実施場所 内容 

５月29日（木） ミッカ 施設ＰＲ動画の撮影 

６月９日（月） 堀切菖蒲園 菖蒲まつり会場の撮影 

６月13日（金） 荒川河川敷 葛飾区水防訓練の撮影 

６月20日（金） 木根川小学校 施設内高所等の撮影 

７月１日（火） 中川（青戸付近） 中川（青戸付近）の撮影 

７月４日（金） 中川（亀有付近） 
中川（亀有付近）の撮影  

※川まちづくり事業との連携 

７月12日（土） 新小岩中学校 防災訓練の撮影 

７月22日（火） 柴又 葛飾納涼花火大会の撮影 

９月19日（金） 区内３か所 空き家調査での撮影 

９月25日（木） 亀有中学校 屋上等確認のための撮影 

10月18日（土） 
東金町クライミング

施設 
施設ＰＲ動画の撮影 

10月26日（日） 東部地域病院 医療救護訓練の撮影 

12月 水元公園 植生の調査 

（３）今後の取組 

昨年度区では３名が教習を受講し、国家資格である二等無人航空機操縦士の資

格を取得しており、今年度は新たに３名が教習を受講している。令和８年度以降

も職員の資格取得を進め、ドローンを活用できる環境を整備していく。 

ドローンについては、これまでにない付加価値の創造や業務省力化が期待でき

る。そのため今後は全庁への機体貸出を本格化し、近隣住民への配慮や関係法規

に十分配慮しつつも、区内の観光名所や河川などの風景を撮影した映像を区公式
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ＨＰや各種ＳＮＳでシティプロモーションとして利用することや、街路灯の上部

や高所部に取り付けられている設備、施設の天井裏など目視が困難である箇所の

点検、空き家調査で倒壊する危険性がある建物の内外に係る調査をするなど、積

極的にドローンを活用していく。 

あわせて、今後は他自治体でも検討が進んでいる災害時を想定した物資搬送や

情報収集などの活用検討についても取り組んでいく。関係課とも連携し、災害時

の活用予定や体制等について検討を進めることや、操縦可能な職員を増員及びス

キルアップに向けた訓練にも取り組んでいく。 

堀切菖蒲園ライトアップ（ＰＲ） 体育館の梁（点検） 

医療救護訓練（搬送ルート確認） 天井裏（点検） 

花火大会（人流監視） 空き家立入調査（危険度判定の参考資料） 
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５ 地方自治法改正に伴うサイバーセキュリティ対策について 

（１）概要 

令和６年６月26日、地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第65号）

が公布された。この改正では、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関

は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要

な措置を講じなければならないものとされ、本対応については、令和８年４月１

日が施行日とされている。 

（２）今後の取組 

国が示した指針（案）においては、「既存の情報セキュリティポリシーの基本

方針について、指針内容を十分に踏まえて必要に応じて見直しを行ったものの策

定をもって、本方針に位置付けることとして差し支えない。」とされている。 

本区においては、葛飾区情報セキュリティに関する規則（令和２年３月31日規

則第11号。以下「規則」という。）が情報セキュリティポリシーの基本方針に当

たるため、本規則の見直しを進め、令和８年第１回定例会に開催予定の本委員会

において案を示した上で、サイバーセキュリティを確保するための方針として定

めていく。 

空き家立入調査（発熱確認） 
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義務付け等請求事件の判決及び控訴の提起について 

 

                              総合庁舎推進担当課 

総合庁舎技術担当課 

 

 令和６年４月11日に訴えを提起された義務付け等請求事件について、令和７年９月

19日に判決の言渡しがあったため、判決の内容を報告するとともに、同年10月２日付

けで控訴の提起があったことについて報告するもの 

 

１ 原告の主張 

  葛飾区長の職にあった青木克德がした次の各行為は、地方自治法第242条の２第１

項第４号にいう「財産の処分」又は「財産の管理を怠る事実」に該当することから、

被告はこれらの損害を回復するために青木克德に対し損害賠償請求を行わなければ

ならない。 

①組合に対し権利変換計画について同意したこと。 

②組合の総会において権利変換計画の議案につき賛成したこと。 

③当該総会へ出席して反対しなかったこと。 

④事業の権利変換に関する処分の日までに①の同意を撤回しなかったこと。 

⑤事業の権利変換に関する処分の日までに②の賛成を撤回しなかったこと。 

２ 訴訟の内容 

⑴ 事件名 ※※※※※※※※ ※※※ 義務付け等請求事件 

 ⑵ 裁判所 東京地方裁判所 

 ⑶ 原告 

別紙１原告目録のとおり 

 ⑷ 被告 

 葛飾区長 

 ⑸ 請求の趣旨 

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .１ 

総 務 部 

令和７年１２月１１日 
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  ア 被告葛飾区長青木克德は、青木克德に対して、金７億1,610万2,775円及びこ

れに対する令和５年７月１日から支払済みまで年３分の割合による金員を請求

せよ 

  イ 訴訟費用は被告の負担とする 

  との判決を求める。 

 ⑹ 第一審の判決の趣旨 

  ア 本件訴えのうち、１①から④までの部分を却下する。 

  イ 原告らのその余の請求を棄却する。 

  ウ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

 ⑺ 第一審の判決の理由 

  ア １①は、法令上の規定に基づいてされたものではなく、何らの法的効果も有

しない事実上の行為に過ぎないから「財産の処分」には当たらず、そうである

以上、１④が「財産の管理を怠る事実」に当たるということもできないことか

ら、住民訴訟の対象とならないため不適法である。 

  イ １②は「財産の管理」に当たり、１③は「財産の管理を怠る事実」に当たる

が、本件監査請求は令和６年２月29日にされたものであり、１②については令

和４年12月24日にあったものといえ、１③は同日に終わったものであるといえ

るため、１年の監査請求期間を徒過した後にされたものであることから、適法

な監査請求の前置を欠くものである。 

  ウ １⑤は「財産の管理を怠る事実」に当たるが、青木克德は議決権を行使して

おらず、原告らの主張は前提を欠くため理由がない。 

３ 控訴の内容 

 ⑴ 事件名 ※※※※※※※※※※ ※ 義務付け等請求控訴事件 

⑵ 裁判所 東京高等裁判所 

⑶ 控訴人  

別紙２控訴人目録のとおり 

⑷ 被控訴人 

  葛飾区長 

⑸ 控訴の趣旨 
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 ア 原判決を取り消す。 

 イ 被控訴人葛飾区長青木克德は、青木克德に対して、金７億1,610万2,775円  

及びこれに対する令和５年７月１日から支払済みまで年３分の割合による金員

を請求せよ。 

ウ 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。 

との判決を求める。 

⑹ 控訴の理由 

  原判決につき、次のとおり、法解釈の誤り及び審理不尽があるため 

ア 監査請求期間の起算点は、組合の総会の開催日である令和４年12月24日では

なく、権利変換期日である令和５年６月30日とすべきであるから法解釈を誤っ

ている。 

 イ 地方自治法第242条第２項ただし書の「正当な理由」があるので本件監査請求

は適法であるから法解釈を誤っている。 

 ウ 地方自治法第242条第２項ただし書の「正当な理由」について十分に審理して

おらず釈明義務違反が認められる。 

エ 権利変換に対する同意書の提出は財務会計行為と判断すべきであり、法解釈

を誤っている。 

 オ 権利床価格の違法性について判断しておらず審理不尽の違法がある。 

４ 事件の経過 

 ⑴ 令和６年４月11日 訴えの提起（葛飾区へ訴状が送達されたのは、令和６年５

月24日） 

⑵ 令和６年７月19日 第１回口頭弁論期日 

⑶ 令和６年10月30日 第２回口頭弁論期日 

⑷ 令和７年１月28日 第３回口頭弁論期日 

⑸ 令和７年５月13日 第４回口頭弁論期日 

⑹ 令和７年７月22日 第５回口頭弁論期日 

⑺ 令和７年９月19日 判決言渡期日 

⑻ 令和７年10月２日 控訴の提起（葛飾区へ控訴状が送達されたのは、同月30日） 

⑼ 令和８年１月20日 口頭弁論期日 
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５ 区の方針 

  特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴する。 

 

 

 

















 

 

 

総合庁舎整備の検討状況について 

 

総合庁舎技術担当課 

総合庁舎推進担当課 

 

１ 趣旨 

総合庁舎整備事業については、令和12年度予定の立石駅北口地区の東棟への移転

に向けて、令和７年度に新庁舎基本レイアウトを作成するため検討を進めている。 

今般、新庁舎基本レイアウト案をとりまとめたため、内容について報告するもの 

 

２ 新庁舎基本レイアウト案 

別添資料のとおり 

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .２ 

総 務 部 

令和７年１２月１１日 

1



※新庁舎基本レイアウト（素案）では３、５階はＡ、Ｂの２案を作成
⇒新庁舎基本レイアウト案ではＢ案を採用

東棟の階層ごとの配置計画【新庁舎基本レイアウト（素案）】

※令和６年度時点の組織名称で作成

2

【
別
添
資
料
】



※素案から配置を変更

東棟の階層ごとの配置計画【新庁舎基本レイアウト案】

‥‥フロアを変更
‥‥同じフロア内で位置を変更

※令和６年度時点の組織名称で作成

3



1階

新庁舎基本レイアウト案

来庁者出入口

来庁者出入口

来庁者出入口

来庁者出入口

駐車場入口

駐車場出口

駐輪場出入口

4



2階

新庁舎基本レイアウト案

5



3階

新庁舎基本レイアウト案

戸籍住民課

戸籍住民課

子育て施設支援課

子育て応援課

保育課
(入園相談係)
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4階

新庁舎基本レイアウト案

すぐやる課

障害福祉課
介護保険課高齢者

支援課

福祉管理課

保健所手続

介護保険課

くらしのまるごと
相談課

障害福祉課
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5階

新庁舎基本レイアウト案

税務課

地域教育課

地域教育課

税務課

収納対策課

収納対策課

子育て政策課

保育課(保育管理係)

国保年金課
国保年金課

放課後支援課8



6階

新庁舎基本レイアウト案

西生活課

建築課

住環境整備課

道路管理課

調整課

都市計画課
都市計画課

ロッカー室
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7階

新庁舎基本レイアウト案

1
0



8階

新庁舎基本レイアウト案

教育指導課

教育総務課

学務課

環境課

営繕課

道路建設課

交通政策課

営繕課
生涯学習課

会計管理課

リサイクル清掃課

1
1



9階

新庁舎基本レイアウト案

秘書課施設維持課

施設管理課

危機管理課

危機管理課

地域振興課

総務課

広報課

1
2



10階

新庁舎基本レイアウト案

政策企画課

契約管財課

財政課

選挙管理委員会事務局

人事課

DX推進課

情報システム課

1
3



11階

新庁舎基本レイアウト案

区議会事務局

監査事務局

1
4



12階

新庁舎基本レイアウト案

1
5



13階

新庁舎基本レイアウト案

1
6



屋上

新庁舎基本レイアウト案

1
7



地下
1階

新庁舎基本レイアウト案

1
8



地下
2階

新庁舎基本レイアウト案

1
9



地下
3階

新庁舎基本レイアウト案

2
0



【参考】
交通広場
地下１階駐車場

新庁舎基本レイアウト案

2
1



参考 東棟・交通広場 建物断面イメージ図

2
2
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総合庁舎の立石駅北口地区への移転後の現総合庁舎の取扱い及び敷地活用案について 

 

施設管理課 

 

１ 趣旨 

現総合庁舎敷地活用に当たっては、これまで立石地区周辺の公共施設を含めて地

域課題解決に資するための面的な検討を進めてきたところであるが、今般、現総合

庁舎新館の取扱い及び敷地の検討状況を報告するもの 

 

２ 敷地の状況 

  敷地面積：18,451.00㎡（区持ち分：12,886.54㎡  都持ち分：5,564.46㎡） 

  用途地域：第二種住居地域 

  建ぺい率：60％ 容積率：200％ 

 

３ 検討の経過 

（１）令和２年度 

現庁舎敷地及び新館についての考え方を総務委員会に報告した。 

ア 新館は、長寿命化の検討を踏まえた修繕計画を策定し、引き続き活用する。 

  イ 新館には、立石駅北口東棟に配置しなくとも区民の利便性が低下しない部署

・機能を配置するとともに、現庁舎敷地の効果的な活用の検討を進める。 

  ウ 本田消防署の現庁舎敷地への移転を視野に入れ、災害対策本部と本田消防署

との連携により、災害対策時の実働的な側面の強化を図ることを検討する。 

（２）令和３年度 

長寿命化を見据えた現庁舎新館の保全工事計画の策定や、行政サービスの向上

につながる立石地区周辺公共施設の集約・再編の検討など、総合庁舎機能の移転

にかかる諸課題を検討していくと総務委員会に報告した。 

 

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .１ 

施 設 部 

令和７年１２月１１日 
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（３）令和４年度 

立石地区周辺公共施設の集約・再編案の検討の方向性を整理した内容を総務委

員会に報告した。 

 立石地区センター別館は区民が利用しやすい場所への移転を検討。文化会館別

館は、立石駅北口西棟に整備予定のバンケットホールの整備を踏まえ、立石地区

センターの移転に合わせて、貸室機能の統合を検討 

 道路補修課仮庁舎と公園課庁舎、施設維持課庁舎は現庁舎新館に移転 

（４）令和５年度 

区役所移転に伴う人流の変化による地域の賑わいへの影響や再開発によるマン

ション建設による児童・生徒の増加への対応など、新たな検討の視点が生じたこ

とから、地域課題を積極的に解決するため現庁舎新館の活用の視点だけでなく、

新館解体も視野に入れた現庁舎敷地の活用イメージとして以下の４つを検討する

ことを総務委員会に報告した。 

ア 既存施設の再編 

イ 再開発事業の影響による学校改築 

ウ 公園等の整備 

エ 民間施設等の誘致 

 

４ 現総合庁舎敷地の活用及び庁舎の取扱いの方向性 

総合庁舎移転に伴い、広大な土地が発生する機会を捉え、築年次が古く建替を

視野に入れる時期を迎える公共施設を移転改築し、行政・集会・防災機能を備え

た多機能型の複合施設の整備を進める。また、賑わい創出を含め、地域課題解決

に資する公共性・公益性の高い施設の誘致を検討する。 

具体的に整備する機能、整備コスト、整備時期を踏まえての整理となるが、現

時点では、敷地を効果的に活用し、多機能型の施設としてサービスを行うにあた

っては、新館を含めた現総合庁舎はすべて解体することが優位性が高いと考えて

いる。 

なお、検討を進めるに当たっては、議会のご意見を踏まえ、地域をはじめ、施

設利用者などの関係団体と協議し、適宜修正を行う。 
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５ 東京都持ち分の敷地 

  東京都の持ち分の敷地活用については、今後都庁内で検討されることになると聞

いている。区としては、引き続き情報収集に努めるとともに、地域の課題解決につ

ながる活用を要望していく。 

 

６ 複合化により生じる敷地や建物 

  複合化により生じる敷地や建物は、学校・公共施設の改築の代替地としての活用

のほか、公益性・公共性の高い施設や団体、民間に貸付・売却を行っていく。 
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参考資料１現総合庁舎敷地図

立石
中学校

清和
小学校

バス停留所

ヤマダ電機
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立石地区公共施設一覧

項番 施設名 住所 築年次 敷地面積（㎡） 用途地域

① 総合庁舎 立石５－１３－１
昭和37年度（本館）
昭和53年度（新館）

18,451.00 第二種住居地域

② 文化会館別館 立石６－３３－１ 昭和44年度 1,838.00 第二種住居地域

③
男女平等推進センター
消費生活センター

職員人材育成センター
立石５－２７－１ 平成元年度 4,319.63 第一種中高層住居専用地域

④
立石地区センター
勤労福祉会館

立石３－１２－１ 昭和49年度 2,317.64 準工業地域

⑤ シニア活動支援センター 立石６－３８－１１ 平成元年度 887.32 第二種住居地域

⑥ 青戸児童館 青戸３－１０－５ 昭和53年度 1,458.07 第一種中高層住居専用地域

⑦ 梅田児童館 立石３－２６－１０ 昭和45年度 1,348.65 準工業地域

⑧ 清和小学校 立石６－２－１ 昭和43年度 8,805.35 第一種住居地域

⑨ 立石中学校 立石６－３－１ 昭和41年度 14,428.60 第一種住居地域

⑩
立石図書館

かつしかエコライフプラザ
立石１－９－１ 平成23年度 1,231.05 第一種住居地域

⑪ 道路補修課仮庁舎 立石４－３４－４ 平成29年度 1,983.49 準工業地域

⑫
公園課庁舎
立石職員寮
　立石備蓄倉庫

立石６－９－１ 昭和58年度 2,307.43 第一種中高層住居専用地域

⑬ 防災資器材倉庫 立石５－１４－２ 平成元年度 278.55 第二種住居地域

⑭ 立石防災研修室 立石５－１７－１０ 平成13年度 471.33 第一種中高層住居専用地域

参
考
資
料
２
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①総合庁舎

③男女平等推進センター
　消費生活センター
　職員人材育成センター
築36年

⑥青戸児童館
築47年

⑬防災資器材倉庫
築36年

⑫公園課庁舎
　立石職員寮
　立石備蓄倉庫
築42年

⑧清和小学校
築57年
⑨立石中学校
築59年

⑪道路補修課
　仮庁舎
築８年

⑦梅田児童館
築55年

④立石地区センター
　勤労福祉会館
築51年

⑩立石図書館
　エコライフプラザ
築14年

②文化会館別館
築56年

立石地区公共施設案内図

京成立石駅

青砥駅

北

　　

⑭防災研修室
築24年

⑤シニア活動支援
　センター
築36年

参考資料３
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№ 氏　　名 備　　　考

1 長　南　幸　紀

2 福　島　啓　介

3 政策経営部 政策企画課長 今　関　政　治

4 〃 経営改革担当課長 川　浦　勝　義

5 〃 財政課長 羽佐田　浩　介

6 〃 ＤＸ戦略課長 小　原　竹　志

№ 氏　　名 備　　　考

1 今　井　直　紀

2 泉　山　省　吾

3 　総務部 総務課長 佐　藤　秀　夫 総務部参事

4 〃 総合庁舎推進担当課長 五十嵐　　徹

5 〃 総合庁舎技術担当課長 寺　﨑　　諭

6 〃 人事課長 竹　田　　信

№ 氏　　名 備　　　考

1 橋　口　昌　明

2   施設部 施設管理課長 笠　倉　英　司

3 〃 営繕課長 目　黒　朋　子

4 〃 施設整備担当課長 木　村　敬　利

№ 氏　　名 備　　　考

1 下　村　聖　二

2 地域振興部 地域振興課長 藤　井　明　美

職　　　　　名

施設部長

【地域振興部】

職　　　　　名

地域振興部長

職　　　　　名

総務部長

　総合庁舎整備担当部長

【施設部】

新庁舎整備・現庁舎跡地活用特別委員会 理事者（幹部職員）名簿

令和7年12月1日

職　　　　　名

政策経営部長

事業推進担当部長

【総務部】

【政策経営部】

1



令和7年12月1日

【政策経営部】
NO 現 任 職  職務名 氏 名

政 策 企 画 課
企 画 担 当 係 長
政 策 企 画 課
企 画 担 当 係 長
政 策 企 画 課
企 画 担 当 係 主 査
政 策 企 画 課
企 画 担 当 係 長
政 策 企 画 課
企 画 担 当 係 主 査
政 策 企 画 課
経 営 改 革 担 当 係 長
政 策 企 画 課
経 営 改 革 担 当 係 長
政 策 企 画 課
経 営 改 革 担 当 係 主 査
政 策 企 画 課
統 計 調 査 係 長
政 策 企 画 課
統 計 調 査 係 主 査
財 政 課
財 政 担 当 係 長
財 政 課
財 政 担 当 係 主 査
財 政 課
財 政 担 当 係 主 査
財 政 課
財 政 担 当 係 主 査
財 政 課
財 政 担 当 係 主 査
財 政 課
財 政 担 当 係 主 査
Ｄ Ｘ 戦 略 課
管 理 係 長
Ｄ Ｘ 戦 略 課
シ ス テ ム 調 整 係 長
Ｄ Ｘ 戦 略 課
シ ス テ ム 調 整 係 主 査
Ｄ Ｘ 戦 略 課
シ ス テ ム 調 整 係 主 査
Ｄ Ｘ 戦 略 課
Ｄ Ｘ 推 進 係 長
Ｄ Ｘ 戦 略 課
Ｄ Ｘ 推 進 係 主 査
Ｄ Ｘ 戦 略 課
Ｄ Ｘ 推 進 係 主 査
Ｄ Ｘ 戦 略 課
Ｄ Ｘ 推 進 係 主 査

24 一般事務 佐々木　康　文

22 一般事務 田　口　真依子

23 一般事務 小　野　喜　充

20 一般事務 宮　崎　雄　太

21 一般事務 結　城　庸　介

18 一般事務 安　藤　晴　文

19 一般事務 丸　谷　　真　

16 一般事務 吉　野　智　哉

17 一般事務 藤　井　健　次

14 一般事務 藤　原　　玄　

15 一般事務 松　下　　司　

12 一般事務 熊　谷　健　司

13 一般事務 羽田野　博　資

10 一般事務 田　中　大　悟

11 一般事務 遠　藤　聖　也

経営改革担当課長事務取扱

8 一般事務 望　月　　敦　

9 一般事務 櫛　引　礼　子

6 一般事務 本　間　晶　子

7 ― ―

一般事務 伊　藤　久美子

3 一般事務 若　林　祐　介

4 一般事務 栁　澤　静　香

新庁舎整備・現庁舎跡地活用特別委員会　所管係長級職員名簿

1 一般事務 黒　川　隆　昭

2 一般事務 鳥　海　郷　史

5
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【総務部】
NO 現 任 職 職務名 氏 名 備 考

総 務 課
総 務 係 長
総 務 課
区 政 情 報 係 長
総 務 課
法 規 担 当 係 長
総 務 課
法 規 担 当 係 主 査
総 務 課
総合庁舎整備担当係長
総 務 課
総合庁舎整備担当係長
人 事 課
人 事 係 長
人 事 課
人 事 係 主 査
人 事 課
人 事 係 主 査
人 事 課
給 与 福 利 係 長
人 事 課
給 与 福 利 係 主 査
人 事 課
定 数 管 理 担 当 係 長
人 事 課
定 数 管 理 担 当 係 主 査
人 事 課
調 整 担 当 係 長
人 事 課
人 材 育 成 係 長
人 事 課
安 全 衛 生 係 長
人 事 課
安 全 衛 生 係 主 査
人 事 課
人 事 担 当 主 幹
人 事 課
人 事 担 当 主 幹
人 事 課
人 事 担 当 係 長

20 一般事務 大  矢  佳  奈

18 一般事務 石　田　昌　江

19 一般事務 須　藤　義　和

16 ― ― 人事課長事務取扱

17 一般事務 小　嶋　竜　太
教育委員会事務局生涯スポー
ツ課管理係主査兼務

14 一般事務 浅　沼　佳　宏

15 一般事務 原　山　勇　人

12 一般事務 立　石　尚　彬

13 一般事務 金　室　貴　大

10 一般事務 　角　田　成　美　

11 一般事務 平　石　健太郎

8 一般事務 野　瀬　元　気

9 一般事務 足　立　真佐樹

6 建築技術 木　村　友　彦

7 一般事務 南　木　貴　志

4 一般事務 小　林　拓　真

5 一般事務 石　倉　由紀子

2 一般事務 山　﨑　亜　希

3 一般事務 小　沼　篤　史

1 一般事務 野　中　靖　之
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【施設部】
NO 現 任 職 職務名 氏 名 備 考

施 設 管 理 課
施 設 調 整 係 長
施 設 管 理 課
保 全 計 画 係 長
施 設 管 理 課
施 設 管 理 担 当 主 幹
営 繕 課
工 務 係 長
営 繕 課
技 術 管 理 係 長
営 繕 課
建 築 第 一 係 長
営 繕 課
建 築 第 一 係 主 査
営 繕 課
建 築 第 一 係 主 査
営 繕 課
建 築 第 二 係 長
営 繕 課
建 築 第 三 係 長
営 繕 課
建 築 第 三 係 主 査
営 繕 課
電 気 設 備 係 長
営 繕 課
機 械 設 備 係 長
営 繕 課
機 械 設 備 係 主 査
営 繕 課
機 械 設 備 係 主 査
営 繕 課
営 繕 担 当 係 長
営 繕 課
営 繕 担 当 係 長

16 電気技術 小　山　博　之

17 一般事務

14 機械技術 堤　　　孝　治

15 機械技術 堀　内　春　秋

12 電気技術 宮　下　正　幹

13 機械技術 根　本　国　幸

10 建築技術 鈴　木　亜希子

11 建築技術 市　橋　広　輝

8 建築技術 岸　　　友　貴

9 建築技術 五十嵐　　浩　

6 建築技術 原　田　　諭　

7 建築技術 雨　宮　直　樹

4 ― ― 営繕課長事務取扱

5 建築技術 井　上　稔　之

2 建築技術 谷　口　貴　之

3 一般事務 倉　地　儀　雄

1 一般事務 森　　　裕　之

田　中　　均 
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【地域振興部】
NO 現 任 職 職務名 氏 名

地 域 振 興 課
管 理 係 長
地 域 振 興 課
管 理 係 主 査
地 域 振 興 課
地 域 活 動 推 進 係 長
地 域 振 興 課
立 石 地 区 セ ン タ ー 長
地 域 振 興 課
東立石地区センター長
地 域 振 興 課
東四つ木地区センター長
地 域 振 興 課
四つ木地区センター長
地 域 振 興 課
堀 切 地 区 セ ン タ ー 長
地 域 振 興 課
南綾瀬地区センター長
地 域 振 興 課
お花茶屋地区センター長
地 域 振 興 課
亀 有 地 区 セ ン タ ー 長
地 域 振 興 課
青 戸 地 区 セ ン タ ー 長
地 域 振 興 課
新小岩北地区センター長
地 域 振 興 課
新小岩地区センター長
地 域 振 興 課
奥 戸 地 区 セ ン タ ー 長

地 域 振 興 課
高 砂 地 区 セ ン タ ー 長
地 域 振 興 課
柴 又 地 区 セ ン タ ー 長
地 域 振 興 課
新 宿 地 区 セ ン タ ー 長
地 域 振 興 課
金 町 地 区 セ ン タ ー 長
地 域 振 興 課
東金町地区センター長
地 域 振 興 課
水 元 地 区 セ ン タ ー 長
地 域 振 興 課
西水元地区センター長
地 域 振 興 課
新 小 岩 地 域 活 動
セ ン タ ー 長 （ 主 幹 ）

2 一般事務 鈴　木　賢　哉

4 一般事務 篠　崎　昭　男

5 一般事務 木　村　光　孝

6 一般事務 仲　川　　聡　

7 一般事務 市　川　宗　雄

8 一般事務   森 　　 光　　　

9 一般事務 石　橋　智　博

10 一般事務 松　田　公　志

11 一般事務 小　関　和　男

12 一般事務 齊　藤　章　弘

13 一般事務 松　尾　浩　伸

14 一般事務 鈴　木　正　洋

15 一般事務 安　藤　　仁　

16 一般事務 竹　本　真　澄

17 一般事務 島　田　和　則

18 一般事務 小　原　英　之

19 一般事務 遠　藤　雅　之

20 一般事務 藤　岡　　隆　

山　中　一　郎

22 一般事務 田　中　直　樹

23 一般事務 柴　田　賢　司

3 一般事務 江　口　　輝　

21 一般事務

1 一般事務 澤　柳　幸　伸
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令和７年12月１日　現在

政策経営部

事業推進担当部長

政策企画課 企画担当係

経営改革担当課長

経営改革担当係

統計調査係

財政課 財政担当係

ＤＸ戦略課 管理係

システム調整係

ＤＸ推進係

総務部

総合庁舎整備担当部長

総務課 総務係

区政情報係　

法規担当係　

人事課 人事係

給与福利係

定数管理担当係

調整担当係

人材育成係

安全衛生係　

職員の定数管理

職員団体、職員の分限・懲戒・服務

職員の育成・能力開発

職員の安全衛生管理、職員の公務災害、職員の健康管理

職員の任免・表彰その他人事、課内庶務

職員の給与、職員の退職手当、職員の福利厚生施設、職員の共済組合・互助組合、その他職員の福利厚生

情報公開、個人情報の保護、情報セキュリティ（他の部課に属するものを除く。）、行政不服審査会、区政資料の収
集・提供、文書の受領・配布・発送、文書の交換、公文書の管理、文書書庫・複合機の管理（総合庁舎内に設置されて
いる複合機に限り、他の部課に属するものを除く。）

公印、文書等の審査、条例・規則等の立案、訴訟・和解・法律相談・行政不服審査（行政不服審査会に関することを除
く。）、行政手続法・葛飾区行政手続条例に係る苦情の受付・審査・指導、公告式、例規集の編集発行、法規図書室の
管理

総合庁舎整備担当係 総合庁舎の整備

情報システム等に係るセキュリティ、課内庶務

情報システムに係る構築・運用管理

ＤＸ政策の推進・調整、情報システムガイドライン

区議会、名誉区民、区史の編集発行、庁中取締り・宿直、行政委員会との連絡、行政区域、部事務事業の調整・進行管
理、ボランティア保険、自治体総合賠償責任保険、総合庁舎・付属施設の管理、代表電話、庁用自動車の管理等、部課
内庶務

総合庁舎推進担当課長

総合庁舎技術担当課長

新庁舎整備・現庁舎跡地活用特別委員会　理事者所管事務分掌一覧

区政の総合的な企画・調整、基本構想・基本計画・実施計画、区民・事業者との協働の推進、行政評価、ＳＤＧｓの推
進、その他特命事項、部課内庶務

行財政改革に係る企画・調整、事務改善、行政組織、地方分権

統計・調査

財政計画その他財務、予算の編成・執行統制、財政状況の公表、地方消費税交付金等の収納、課内庶務
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施設部

施設管理課 施設調整係

保全計画係

営繕課 工務係

技術管理係　

建築第一係

建築第二係

建築第三係

電気設備係

機械設備係

地域振興部
管理係

地域活動推進係

地区センター

地域振興課 部事務事業の調整・進行管理、保養施設、自動車臨時運行の許可、専修学校・各種学校、諸証明の交付、他の部に属さ
ない区民サービス、葛飾区地域コミュニティ施設の整備・管理運営、葛飾区公共施設予約システムによる受付、部課内
庶務

地域活動の推進・地域との連絡調整、地縁による団体の認可等、地域美化、地域貢献活動を行う団体との協働・地域貢
献活動の推進（他の部課に属するものを除く。）

地区の地域活動の推進、葛飾区地域コミュニティ施設の管理運営、葛飾区公共施設予約システムによる受付

新小岩地域活動センター 地域活動の推進（地区センターに属するものを除く。）、新小岩地域活動センター・子ども発達センター新小岩分室・
上平井保育園・子ども未来プラザ西新小岩・新小岩保健センターの事業連携、新小岩地域活動センターの管理運営、葛
飾区公共施設予約システムによる受付

施設整備担当課長 工事の進行管理、技術管理、施設の点検・情報管理、施設の耐震診断等、施設における工事実施計画・修繕計画等の技
術的事項

施設の建築・改修

施設の電気設備

施設の機械設備

施設の有効活用の推進・調整、部課内庶務

施設の保全計画・改修計画

工事関係書類の作成・工事費その他の経理、課内庶務
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